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年末調整のギモンを解決！！ 
～初心者にもやさしい基礎講座～ 

 
日 時：2016 年 11 月 10 日（木） 

    8:00～9：00 （開場 7:45～） 

 
講 師：税理士法人 SBC パートナーズ    

  水 島  豊  

 
対 象：年末調整でお悩みの方 
 
定 員：10 名（先着順） 

 
参加費：1 名様 3,000 円（税込）  

・弊社顧問契約先 1,000 円(税込) 

※当日会場にてお渡し下さい。 

 
会 場：税理士法人ＳＢＣﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

  浜松支店 会議室 

 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 
     Tel: 053-463-3555   

    （担当：松田・河西） 

SBC Seminar 

セミナー案内 

 

 

 

 

平成 27 年１月からの事業承

継税制の主な変更点は、①親

族外承継を対象化、②相続・

贈与前の雇用の８割を「５年

間毎年」維持しなければなら

なかったところを、「５年間平

均」で評価、③先代経営者は

贈与時に役員を退任しなけれ

ばならなかったところを、有

給役員で残留可としたこと、

④要件を満たせず猶予打ち切

りとなった際に承継５年超で

５年間の利子税を免除するな

ど納税猶予打ち切りリスクを

緩和、などがあります。 

Ｓｃｏｐｅ 

事業承継税制の変更点 

SBC  Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 
エスビーシー・ファーストタックス 

 

27 年分事業承継税制の認定件数が大幅増 

過去６年間の年平均件数の約 2.6 倍に 
 

平成 27 年から事業承継税制（非上場株式の相続・贈与税の納税

猶予制度）が使いやすくなったことで、その利用が大幅に伸びて

いることが、経済産業省が公表した平成 29 年度税制改正要望の資

料で明らかになった。 

資料によると、雇用要件の緩和など事業承継税制の新制度が施

行された平成 27年分の認定件数は推計 456 件で、過去６年間の年

平均件数 173 件に対して約 2.6 倍に伸びている。 

事業承継税制の創設以後の認定件数の推移をみると、平成 20 年

分の 57 件から 21 年 194 件、22年 156 件、23 年 136 件、24 年 158

件、25 年 195 件、26 年 198 件、そして 27 年は 426 件となってい

る。このうち 27 年分の相続税の認定件数は、2015 年１月～10 月

の 10 ヵ月分の実績値 154 件に、11 月～12 月の２ヵ月分について

も、同数の認定がなされるものと推計した 30 件を上乗せした推計

値を用いている。 

この結果、平成 27 年分の相続税は、平成 26 年分の 151 件から

推計 184 件に増加したが、特に増加が大きかったのは、平成 27年

分の贈与税の認定件数だ。先代経営者の役員退任要件等が緩和さ

れたことによる影響から、平成 26 年分の 47 件から 272 件へと 6

倍近く増加している。 

経済産業省は、平成 29年度税制改正要望の中でも、事業承継税

制について、雇用要件の見直しや生前贈与のインセンティブ強化

等のための見直しを行うことを求めたほか、個人事業者の事業用

資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設等を要望した。 

後者は、個人事業者について、先代経営者から後継者への事業

継続に不可欠な事業用資産の承継を円滑に進めるため、相続税負

担の軽減措置を講ずることを求めているものである。個人事業者

は需要の開拓や個人の能力の発揮、自律的で豊かな地域社会の形

成に貢献する存在であり、個人事業者の「事業の持続的な発展」

のため、事業承継の円滑化が狙いとなっている。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


